
             様式４ 

令和 6 年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 01 学校名 宮城県南三陸高等学校 担当教員名 小野圭一 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他（              ） 

実施方法 
☐ 全校で実施  ☑ 教科・学科で実施  ☑ 特別活動で実施 
☐ その他（                      ） 

年間の取組内容 実施月 該当する要素の番号 知財学習の要素 

➀ J-Plat Pat における献策について ４月 (2)(7)(8)(9)(10)(12) 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ アイデア創出（創出）訓練（地域学） ４月～ (1)(3)(4)(5) ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ アイデア創出（創出）訓練（地域探究学） ４月～ (1)(3)(4)(5) ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ ものづくり（部活動） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ ものづくり（地域学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ ものづくり（地域探究学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 地域の産業について理解する（地域学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 地域のイベントへの参加（部活動） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ イベントへの参加（地域探究学） 12・1・2 月 (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (9)手続の理解  
⑩ 商品開発（地域探究学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 成果発表会（地域学・地域探究学） ２月 (1)(2)(3)(6)(11) ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度の関する知識 

取組目標の 
達成見込 概ね達成（7 割以上） 

その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

様々な企業と連携し、授業へ参画していただきながら商品開発やイベントへの参
加が実現できた。その結果、3 年「地域探究学」履修生徒を対象にした後期中間
レポートにおいて総合的な自己評価（チームへの貢献度や自身の行動に関する活
躍度合い等を 1(低)～5(高)で評価）を実施したところ、「4.1」と結果が出たため
概ね達成できたと考える。（「地域学」については後期期末に集計予定） 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・地元の企業と商品開発を行い、実際にイベントを開催することができた。 
・学校設定科目「地域学」「地域探究学」で、地域の企業と連携した授業の取り組み行い、３０回以上の連携した授業を行うことができた。 
・商業部の活動として、町のイベントで販売するための商品開発を行った。 
・南三陸ＦＳＣ®親善大使に任命していただき、様々な企業や団体と連携することで生徒主体の学びを実現することができた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号 ⑨イベントへの参加 

成果内容 
・地域の企業との連携した取り組みをすることができた。特に外部のイベントへの参加で大きな成果を得ることができた。 
・地域の課題について生徒が自ら考え、その課題解決のための手立てを生徒自身で考え実践することができた 
・多くの企業や団体と連携した授業を継続して行い、その結果、商品の開発やイベントへの参加を実現することができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・「地域創生」「地域活性化」への関心度の向上  
・「表現力」「独創性」「マーケティング手法」「課題発見力」の向上 
・「企画力」「実践力」の向上 

その根拠 

・２年「地域学」(23 名)履修生徒に「地域創生」や「地域活性化」への関心度におけるアンケート調査を実施ししたところ、
事前・事後と比較して「はい」と回答した生徒は３倍となった。（Q. 「地域創生」「地域活性化」に関心がありますか。「は
い」事前(7 人)、事後(21 人)） 
・３年「地域探究学」(24名)では、どんな力が身に付いたか履修生徒へアンケート調査を実施したところ、「表現力(14人)」、
「独創性(11 人)」、「マーケティング手法(10 人)」、「課題発見力(10 人)」の回答があった。地域の課題発見から課題解決の
ための企画考案、実践までの過程で必要とされる力が上位に挙げられたと考える。 

今後の課題 
・参加初年度ということで、内容を探りながら取り組んだ１年であった。 
・今年度の課題を生かして来年度の取り組みを新たに考えていきたい。 

課題への対応 
・今年度学習した内容を生かして、来年度の授業に生徒が取り組めるように授業の内容を精選していく。 
・校内の指導体制について、今年度の反省を活かして新たに体系化していく。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （写真１）２年生地域学の発表             （写真２）ＰＲ動画発表会 
 
 
 
 
 
 
 
（写真３）海鮮パフェ試作発表    （写真４）商品開発防災食     （写真５）林業フェス参加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （写真６）商業部         （写真７）商業部        （写真８）企業との打合せ 

（特記すべき取り組みと成果）【地域企業・他団体との協働による地域の魅力発信】 
３年普通科（地域創造系）の４人が南三陸ＦＳＣ®親善大使として任命され、３年「地域探究学」に

おいて、地元の南三陸森林組合協議会、ＷＷＦジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）と
連携し、南三陸町内の森林林業やＦＳＣ®認証などの国際認証の学習を行った。そのなかで「環境問
題」や「生物多様性」等は、他人事ではなく身近にある問題であることを認識し、その認知度に課題が
あると考え、楽曲（ラップ）とミュージックビデオを制作した。ミュージックビデオはＦＳＣ®認証林
内で撮影を行い、森林の魅力がより伝わるよう工夫して制作した。その広報活動の一環として、１２月
に「ミュージックビデオ完成披露試写会」を実施し、１年間のアンバサダーとしての活動とミュージッ
クビデオに込めた思いなどを生徒自身が自分の言葉でしっかりと発表することができた。また、試写会
には多くのマスコミに参加していただき、情報を発信することができ
た。今後は、動画を活用した広報活動にも実践してく予定である。探
究活動の過程を重視しながら、地元企業や他団体の大人と連携し深い
学びを実践できたことが成果である。協力企業・団体には深く感謝申
し上げたい。引き続き、南三陸町の特徴を生かした学びの実現に向け
て学校設定科目「地域学」「地域探究学」の学習内容をブラッシュア
ップし、魅力的な学習内容にしていきたい。 
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             様式４ 

令和 6 年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商０２ 学校名 東京都立第五商業高等学校 担当教員名 藤井宏之 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

関連法 ☐ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☑ その他（   発想法         ） 

実施方法 
☐ 全校で実施  ☑ 教科・学科で実施  ☐ 特別活動で実施 
☐ その他（                      ） 

年間の取組内容 実施月 該当する要素の番号 知財学習の要素 

➀ 発想法を学んでワークショップで実践 6 月 1,2,3,4 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 発想法を学んでワークショップで実践 9 月 1,2,3,4 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 発想法を学んでワークショップで実践 9 月 1,2,3,4 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 発送法を学んでワークショップで実践 10 月 1,2,3,4 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 発送法を学んでワークショップで実践 10 月 1,2,3,4 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 知的財産教育学習 10 月 6,7,8,10,11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 発想法を学んでワークショップで実践 11 月 1,2,3,4 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 発想法を学んでワークショップで実践 11 月 1,2,3,4 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 発想法を学んでワークショップで実践 11 月 1,2,3,4 ☐ (9)手続の理解  
⑩ 発送法を学んでワークショップで実践 11 月 1,2,3,4 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 発想法を学んでワークショップで実践 12 月 1,2,3,4 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫ 知的財産教育学習 1 月 6,7,8,10,11 知

識 
☐ (12)制度の学習 

⑬ 発表会 2 月 1,2,3,4,5 ☐ (13)専門家、資格制度の関する知識 

取組目標の 
達成見込 概ね達成（7 割以上） 

その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

アンケート：授業（高校生ビジネス・グランプリ、モノづくり・コトづくりコン
テスト）や講演会を通して、自分ならではのアイデアの発想や着眼点を養うこと
ができた割合（すごくそう思う）37%、（思う）40%、77%であった。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

アンケート：授業（高校生ビジネス・グランプリ、モノづくり・コトづくりコンテスト）や講演会を通して、企業や地域の取り組みについて理解
することができた割合（すごくそう思う）44%、(思う)43%で、87%であった。また、アンケート：高校生ビジネス・グランプリ、モノづくり・コ
トづくりコンテストを考える上で知的財産権の視点が重要または必要であることが理解できた割合（すごくそう思う）44%（思う）42%で、86%
であった。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号 ⑥ 知的財産教育学習 

成果内容 
①知的財産権を理解する：知的財産の基礎学習（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権）の理解をして、実用新案権の事例を探す。 
②本物と偽物の見分け方：知的財産の紹介動画を視聴して、映像の内容のポイントと新たな発見を書き出す。 

生徒・学生に 
見られた変化 

知的財産の基礎学習を行うことで、ビジネスアイデアを考える上で知的財産権の視点が重要または必要であることが理解でき、アイデアの発想や
着眼点を養うことができた。 

その根拠 
アンケート：年間の取り組み内容でよかった講演会はどれか。※複数回答で、⑥知的財産教育学習を選んだ生徒は 69 人おり、3 番目に多い人数で
あった。 

今後の課題 
外部講師に「会社経営の視点から商品・サービスについてアイデアを学ぶ」を狙いとして、知的学習の要素：創造（１）創造性を鍛える、（２）
情報を利用する能力、（３）発想・技術を表現する能力 を養うことを目標としていた。しかし、生徒がビジネスアイデアを考える上で、知的財
産教育学習をおこなうことでより成果があることがわかったことから、知的財産教育学習を実施する時期が課題である。 

課題への対応 ビジネスアイデアの年間授業計画では導入時に知的財産教育学習を実施できるように取り組んでいきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 
 
 
 
 

学校設定科目   *¹「ビジネスアイデア」 
*¹「ビジネスアイデア」：東京都教育委員会が、２年次に、企業などに関する課題解決学習を通して、マーケティングに関する専門的な知識と技術を習得さ 

せ、ビジネスについて創造的に考える能力と態度を育てることをねらいとした学校設定科目「ビジネスビジネス」を設置している。 

具体的な計画 
・タイトル：「発想法を学んでワークショップで実践」 

・取組詳細・狙い：「会社経営等の視点から商品・サービスについてアイデアを学ぶ」 

         「高校生ならではの豊かな発想や着眼点を養う」 
・期待する成果：人々の生活や世の中の仕組みの改善、地域・社会に貢献   

できるオリジナルでアイデアに満ちたプランについて主 

体的に取り組むことで、実際のビジネス活動を体験する 
機会の拡大を図ることができる。また、企業や商店街等 

との連携をすることで地域貢献のおよび地域活性化を図 

ることができる。 

スナック経営（地域密着型ビジネスモデル）講演会 廃材（パロサント）を利用したビジネス 講演会 知的財産権を理解する 講演会 

アンケート：ビジネスをおこなう上で、どんなスキルが必要だと思いますか。（18%）の生徒が発想力と回答 

アンケート：視聴してよかったと思う講演はどれですか。※複数回答 （サカイ引越センター講演直後時実施） 

立川法人会との連携 
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             様式４ 

令和 6 年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商０３ 学校名 大阪府立淀商業高等学校 担当教員名 秋月麻衣 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他（              ） 

実施方法 
☐ 全校で実施  ☑ 教科・学科で実施  ☑ 特別活動で実施 
☐ その他（                      ） 

年間の取組内容 実施月 該当する要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産権について学ぶ「日本の発明・身近

な発明」（３年ビジネス法規） 
７月 

（５）（６）（７） 

（１２） 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ 知的財産権について学ぶ「インスタントラー

メン誕生秘話」（２年マーケティング） 
７月 

（６）（７）（１１） 

（１２） 
☑ (2)情報を利用する能力 

➂ 知的財産権について学ぶ「知的財産権って

何？」（１年ビジネス基礎） 
７月 （６）（７）（１１） ☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④ 
弁理士による特別授業（３年 商品開発） ７月 

（６）（７）（９） 

（１１）（１２） 
☑ (4)観察力を鍛える 

⑤ 大阪工業大学知的財産学部教授による特別授

業（３年 商品開発） 
７月 

（４）（６）（７） 

（１１）（１２） 
☑ (5)技術を体系的に把握する能力 

⑥ 小学生のための自由研究「チャレンジキャン

プ２４」 
８月 （１）（３） 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 

➆ 淀翔モール１０周年オリジナル商品を考える

（３年 商品開発） 
９月 （１）（２）（３） ☑ (7)保護・尊重する意識 

⑧ メタバース淀翔モール空間の構築と 

全国産業教育フェア栃木県大会での発表 
１０月 

（５）（６）（７） 

（１１） 
☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 

⑨ 
知財先進校への訪問 １０月 

（４）（６）（７） 

（１０） 
☑ (9)手続の理解  

⑩ 東北芸術工科大学主催「デザイン選手権」へ

の応募 
９月 （１）（３）（４） 

活
用 

☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 第１０回淀翔モールの開催（知財活動の周

知） 
１２月 

（３）（６）（７） 

（１１） 
☑ (11)産業や経済との関係性の理解  

⑫ 「デザイン思考」ワークショップ 

（２年 アントレプレナーチャレンジ） 
１月 （１）（２）（３）（４） 知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度の関する知識 

取組目標の 
達成見込 ほぼ達成（9 割以上） 

その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

当初、目標にしていたとおり、全学年で知的財産権に関する講義や実習を取り入
れることができた。他府県への成果発表や視察も計画どおり実施できたため左記
のように判断した。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①知的財産についての関心を持たせ理解を深め、知財マインドを醸成する（１年ビジネス基礎・２年マーケティング・３年ビジネス法規・商品開
発の授業の中で外部講師による特別講義や J-Plat Pat での調べ学習を実施した。） 
②小学生のための自由研究「チャレンジキャンプ２４」（夏休みに小学生１００名が参加した。アイディアを創出する楽しさを伝えた） 
③東北芸術工科大学主催「デザイン選手権」への応募（アイディアを創出する仕方・アイディアを表現する技術も学ぶ。２４チームが応募し、１
チームが全国大会への出場を決めいる。２月２２日（土）の全国大会へ出場予定） 
④全国産業教育フェア栃木県大会出場（１０月２６日・２７日に生徒１０名が、知財活動の周知を展示発表で行った。また、本校のオリジナル作
成「メタバース淀翔モール」の空間披露も行った。） 
⑤第１０回淀翔モールの開催（１２月１４日（土）開催。来場者数約 1500 人。本校のマスコットキャラクター「淀にゃん」の手作り着ぐるみを
披露。さらに、淀翔モールオリジナル商品の販売も実施。知財活動の周知を行った。） 
⑥知財先進校への視察（知財アドバイザーの所属校である茨城県那珂湊高校へ視察。知財教育について新たな知識と取り組み方法について、学ぶ
ことができた） 
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年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号 ⑦淀翔モール１０周年オリジナル商品を考える・⑪第１０回淀翔モールの開催 

成果内容 

１０周年の淀翔モールを記念して、商品開発を行った。大阪工業大学知的財産学部の教授より「知的財産権の観点からみる商品開発とは？」とい
う特別講義を行い、アイディアを権利として保護する意義や、他社の知的財産権を侵害しているかどうかを探究する知識を身につけた。企業と連
携し、３種類のオリジナル商品が完成し、全国産業教育フェア栃木県大会・第１０回淀翔モールにて販売活動を行うことできた。 
そのうちの１つ「美味しすぎて備蓄できない備蓄パン」に関しては、１２月東京 SHIBUYA QWS で行われた中高生ビジネスアディアコンテスト 
にてオーディエンス賞・最優秀賞を受賞することができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

オリジナル商品を考える過程で、知財についての知識をより深め理解することができた。また、今までは机上の空論であったビジネスに関する学
びを実体験することで、より自分ごととして捉えることができ、興味・関心の向上が見られた。さらに、商品を販売する際やプレゼンテーション
を行う際、スライド・POP・ブラックボード・チラシ作成などでも知財マインドもって作成していた。 

その根拠 
・授業の事前アンケートの結果、知的財産権の内容について興味関心があるという回答は、１５％であったのに対し、淀翔モールの開催後のアン
ケートでは、４０％へ向上した。 
・「アイディアを発想することや商品開発について面白かった」と生徒の感想文で半数以上、確認することができた。 

今後の課題 
・すべて商業の科目で行っているため、商業の教員のみでの活動にとどまっている。教科の枠にとらわれず、総合的な探究の時間などを活用し、
学校全体で取り組めるようにしたい。さらに、知財教育の指導力の向上、後継者づくりも力を入れていきたい。また、事前・事後のアンケートが
各学年で不完全であったため、来年度以降の改善点としたい。 

課題への対応 
知財教育の公開授業を実施するなど、商業科以外の先生方にも知財教育について興味関心をもってもらう。 
若手の先生方に先進校への視察参加を促すなど、知財教育の指導力向上、後継者づくりに力を入れる。 
事前・事後アンケートを作成し、すべての授業で実施してもらう組織づくりを行う。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

 

＜写真・図表等掲載欄＞ 
 
 

          
 
 
 
 
 
全国産業教育フェア栃木県大会での販売        淀翔モールにてオリジナル商品の販売  オリジナルマスコットの着ぐるみを作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 美味しすぎて備蓄できない５年保存パン完成       小学生向けワークショップの様子                         
 

特記すべき取り組みと成果「アントレプレナーシップ教育の実践～AKINDO SPARKLE 株式会社～」 
令和６年２月２日に高校生が運営するホンモノの株式会社「AKINDO SPARKLE 株式会社」を登記し
た。この株式会社の特徴は、本校淀商業高等学校だけでなく、大阪府立住吉商業高等学校、工芸高等学
校、東淀工業高等学校と連携し運営している。この度、AKINDO SPARKLE 株式会社のオリジナルロゴ
の作成、オリジナル商品の開発を成功させることができた。 
〔生徒の感想〕リアルな体験をすることで、本当に成長できたと思います。実際に会社を運営するため
には、信用と信頼が大事で、知的財産権はとても重要だと知ることができました。こんな経験を高校生
の間にできて本当に良かったです。 
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